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定期発行日

毎週火・金曜日

当 日 が 県 の 休 日 に

当たるときは休刊とする。
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沖縄県告示第９号

告 示

　平成４年沖縄県告示第532号（年金たる補償等に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を定める

告示）の一部を次のように改正する。　

　　平成23年１月14日

　本則の表を次のように改める。　　　

沖縄県知事職務代理者　　　　　　　　　　

沖縄県副知事　　安　里　　カ　ツ　子　

年齢階層 最低限度額 最高限度額
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沖縄県告示第10号

る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額につ

いて適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休

業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

　改正後の本則の表（20歳未満の項最高限度額の欄、20歳以上25歳未満の項最高限度額の欄、35歳以上40

歳未満の項、40歳以上45歳未満の項最低限度額の欄、60歳以上65歳未満の項最高限度額の欄、65歳以上70

歳未満の項最低限度額の欄及び70歳以上の項の欄を除く。）の規定は、平成22年４月１日以後の期間に係

　本則の表常時介護を要する状態の項中「104,960円」を「104,730円」に、「56,930円」を「56,790円」に

改め、同表随時介護を要する状態の項中「52,480円」を「52,370円」に、「28,470円」を「28,400円」に改

める。

　　　附　則

１　この告示は、平成23年１月14日から施行する。

　平成８年沖縄県告示第628号（沖縄県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第

９条の２の規定に基づき知事が別に定める金額）の一部を次のように改正する。

　　平成23年１月14日

沖縄県知事職務代理者　　　　　　　　　　

沖縄県副知事　　安　里　　カ　ツ　子　

　この告示は、平成23年１月14日から施行し、改正後の本則の表（20歳未満の項最高限度額の欄、20歳以

上25歳未満の項最高限度額の欄、35歳以上40歳未満の項、40歳以上45歳未満の項最低限度額の欄、60歳以

上65歳未満の項最高限度額の欄、65歳以上70歳未満の項最低限度額の欄及び70歳以上の項の欄を除く。）

の規定は、平成22年４月１日から適用する。

　前項の規定にかかわらず、平成21年４月１日から平成22年３月31日までの期間に係る年金たる補償に係

る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、次のとおり

とする。

年齢階層 最低限度額 最高限度額
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沖縄県告示第11号

平成23年１月14日

沖縄県告示第12号

平成23年１月14日

沖縄県告示第13号

平成23年１月14日

沖縄県告示第14号

平成23年１月14日

沖縄県知事職務代理者　　　　　　　　　　

沖縄県副知事　　安　里　　カ　ツ　子　

沖縄県知事職務代理者　　　　　　　　　　

沖縄県副知事　　安　里　　カ　ツ　子　

沖縄県知事職務代理者　　　　　　　　　　

沖縄県副知事　　安　里　　カ　ツ　子　

沖縄県知事職務代理者　　　　　　　　　　

沖縄県副知事　　安　里　　カ　ツ　子　

沖縄県告示第15号

平成23年１月14日

沖縄県知事職務代理者　　　　　　　　　　

沖縄県副知事　　安　里　　カ　ツ　子　

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日

　前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
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公 告

平成23年１月14日

沖縄県知事職務代理者　　　　　　　　　　

沖縄県副知事　　安　里　　カ　ツ　子　

平成23年１月14日

沖縄県知事職務代理者　　　　　　　　　　

沖縄県副知事　　安　里　　カ　ツ　子　
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平成23年１月14日

18

清掃施設工事業

清掃
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平成23年１月14日

平成23年１月14日

平成23年１月14日

字古波蔵129番地１幸ビル309　平良恵典

22

22

所在地及び名称　那覇市前島３丁目

赤嶺栄


